
 

第 9 回大月市農業委員会総会議事録 

 

１ 開催日時 令和 5 年 9 月 26 日（火） 午後 13 時 50 分～午後 15 時 10 分 

２ 開催場所 大月市民会館４階会議室 

３ 出席委員  

1 番 西村 恒男  2 番 矢頭 恵造  3 番 藤本 賢治  4 番 原  泉 

 5 番 山田 政文  6 番 欠   席  7 番 斧田 孝久  8 番 小俣 好三 

 9 番 小宮 広督 10 番  久嶋 昇 11 番  安藤 睦美 12 番 小俣 英二 

13 番  三枝 正幹 14 番 庄司 有紀   

  欠席者 6 番 平山 正幸委員  

議事日程 

  日程第１ 議事録署名委員の指名 

  日程第２ 議案第 27 号   農地法 3 条第 1 項の規定による許可申請に対し許可を求

める件 

       議案第 28 号   農地法 5 条第 1 項の規定による許可申請に対し意見を求

める件 

       議案第 29 号   農地法 5 条（一時転用）許可後の計画変更申請に対し意

見を求める件 

       議案第 30 号   非農地証明交付申請に対し承認を求める件 

       議案第 31号    農用地利用集積計画に対し承認を求める件 

  日程第３ 報告第 12 号   転用確認証明交付に関する報告 

  日程第 4 その他 

５ 農業委員会事務局職員 

   事務局長 金畑 忠彦（欠席）  主査 竹下 仁  会計年度職員 岡部 啓三 

６ 会議の概要 

 事 務 局    互礼を行いたいと思います。ご起立ください。相互に礼。ご着席くださ

い。 

只今より、令和 5 年第 9 回農業委員会総会を開催いたします。 

         会長あいさつ、西村会長よろしくお願いします。 



 会  長    やっと涼しくなりまして、ほっとしている処ですが、稲刈りや色々の事

で忙しい中、お集まり頂きましてありがとうございます。 

         自分もそうなのですが、早速、利用状況調査をしていましたら、地番が

同じなのが二つ有りまして、それが 10 年位前になった時に地主から言わ

れて、同じ地番がここには二つ有ると言われて、その時に法務局に行った

ら、古い公図を見たら他の地番にちゃんとなっていたのですが、古い公図

を見せたら、これは参考資料で法典と呼んでいますと言われて、新しい公

図が優先されますと言う事であきらめて帰って来たのです。 

         今日、先程時間が有ったのでまた同じことを言って見たら、今度は検討

しますと言う事になりまして、○○番が二つ有ったのが、○○番が無くな

って○○番になっていました。 

         間違いないと思うのですけど、そんな事が有りました。 

         それと 14 日の日に、うぐいすホールで農業委員それから推進委員の研

修会が有りました。 

         皆さんご苦労さまでした。研修会でもっと働けと言うような事を言わ

れたような気がします。 

         今日は案件が沢山あるようですので、よろしくお願いします。 

 事 務 局     続きまして、開会宣告。会長お願いします。 

 会  長     本日は 6 番平山正幸委員が所用で欠席ですが、農業委員会等に関する

法律第 27 条第 3 項に規定する過半数を超えておりますので、本日の会議

の成立を宣言致します。 

 事 務 局    続きまして、議長選出。大月市農業委員会会議規則第 3 条に基づき議

長を会長にお願い致します。 

 議  長    規則に従い議長を務めさせて頂きます。着席のまま議事を進めさせて

頂きます。なお、会議中の発言は全て挙手のうえ、指名を受けてから発言

をお願い致します。議事の円滑な進行にご協力をお願い致します。 

 日程第１ 議事録署名委員の指名 

 議  長    日程第 1、議事録署名委員の指名を行います。 

5 番、山田 政文委員、7 番、斧田 孝久委員を指名致します。 

日程第２ 議案第 27 号 



 議  長    日程第 2、議事に入ります。 

議案第 27 号、農地法第 3 条の規定による許可申請に対し許可を求める

件を上程します。 

         事務局に説明を求めます。 

 事 務 局    議案書の１ページ、2 ページの地図と 3 ページの写真を併せてご覧下

さい。 

         申請地は、○○○○○○○○○○番○外○筆、地目は畑で面積は合計で

○○㎡です。 

         譲渡人は○○○○、譲受人は○○○○です。 

         場所は、○○○の○○○○の北に向かって○・○○ｍの所です。 

二つの土地は字が違いますが、地図を見て頂ければ分かりますが、隣接

する農地になっています。 

         譲渡人の○○○は、○○在住で土地の管理が出来ないため、近くに住む

○○○○に農地を譲りたいと言う申請です。 

         3 ページの写真のとおり、農地は夏場で一寸草が大分生えておりました

が、耕作されておりネギとかトマトなど野菜が既に栽培されておりまし

た。 

実際には譲受人の方に貸して耕作しているようです。 

         計画では、近くに住む両親と共に年○○日程耕作が可能と言う事で、露

地野菜等を栽培する計画です。 

         以上、ご審議をお願いします。 

 議  長    続いて、地区担当委員に現地調査の結果及び補足説明をお願いします。

地区担当委員の三枝正幹委員にお願いします。 

 三枝委員    9 月 23 日に現地を確認しました。 

         地図で私の家も直ぐ近くに有るのです。目と鼻の先の所で、この網掛け

の右の○○さんの下が私の家なので、近くに立ち寄りの際はお声を掛け

てください。 

         前に○○さんの処から、○○さんが家を購入しておりまして、屋敷続き

の○○さんの土地と言う事になるのですけど、私の同級生の次男になる

のですけど、ご両親は追分の方に住んでいらっしゃるのですけど、問題な



いと思いますので、よろしくお願い致します。 

 議  長    事務局と担当委員の説明が終わりました。 

         ただいまの説明について質疑のある方は挙手願います。 

         異議なしのようですから、採決致します。 

         ただいまの案件について、賛成の方は挙手をお願い致します。 

         全員賛成ですので、許可と決定致します。 

 議案第 28 号 

 議  長    続きまして、議案第 28 号、農地法第 5 条の規定による許可申請に対し

意見を求める件を上程します。 

         申請番号 1 について、事務局に説明を求めます。 

 事 務 局    議案書の 4 ページ、6 ページの地図と 7 ページの写真を併せてご覧下

さい。 

         申請地は、○○○○○○○○○○番○、地目は畑で面積は○○㎡です。 

         譲渡人は、○○○○○○○外○名、譲受人は○○○○○○○○○です。 

         場所は、○○○○○○○○○沿いに有りまして、○○○○と言う○○が

有るのですけどその近くになります。 

         転用目的は、宅地への進入路です。 

         宅地を購入するに当たり、進入路が農地であったため、宅地に転用した

いと言う申請です。 

         7 ページの写真を見て頂ければ、左側の方ですけど、手前は道です、川

を挟んで向こう側に家が見えるかと思うのですけど、川を渡らないと家

に行けないと言う事で、橋を作って、橋を架けた所とその先の所が農地だ

ったと言う事で、ここを通らないと宅地に行けないと言う事で、ここを進

入路にしたいと言う申請です。 

         議案書を見て頂くと、○○の名前が多く出ていますので、登場人物を整

理しますと、譲渡人の○○○○○○○は、○○○○○の方で、この土地の

所有者の○○○さんと結婚して日本に住んでいましたが、夫の方が亡く

なって夫から相続しましたが、この場所に住んだ事は無く今は○○の方

に住んでいるようです。 

         もう一人の共有者の○○○○はその子供ですが、○○歳の未成年のた



め○○○○○さんが法定代理人になると言う事で申請をして来ました。 

         譲受人の○○○○○○○○○○の○○○○の○○○○○○○さんと言

うのですけど、この方は○○○○○○で、○○○で○○○○○の売買事業

に係る社員寮兼事務所をこの場所に求める計画です。 

         購入する土地は宅地で、写真の建物です。 

         道路との間に川が有り、橋を使わないと進入する事が出来ないと言う

事で、宅地の一部が農地であったと言う事です。 

実際は農地の部分は細長い所でして、実際は 7 ページの右に有るよう

な、草だらけで藪のような所なのですけど、これを一緒に購入したいと言

う事で、申請が有りました。 

         以上ですけど、ご審議をお願いします。 

  議  長   続いて、地区担当委員に現地調査の結果及び補足説明をお願いします。

地区担当委員の斧田孝久委員にお願いします。 

  斧田委員   ○○ですけど親戚関係ではありません。私の家から見える範囲にある

家です。 

この家は○○さんが一人で住んでいたのですけど、○○年位経ちます

か、それからは誰も住んで無い状況です。 

         今、事務局から出たのですが、この橋が架かっている受け地の一部が農 

地が残っていたと言う感じですかね、ここを今回申請したいと言う話で 

す。 

色々近所に話を聞いたのですが、複雑な家庭事情が有りまして、ここに 

住んでいた○○さんの息子ですが、○○○というような事があり、近所も

私の方も係わる事は無い状況です。 

         ただ、ここで申請の書面、色々公図とかその他諸々見させて頂いて、 

        書面上は問題が無いと言う事は感じます。 

         ただ一つ気掛かりなのが、隣地の方がこれは昔、家の土地だったよと 

言っているような節も有るのですけど、ただ登記上はここの○○さんの 

登記になっていますから、我々はその辺を見て、書面上は問題ないと思い 

ます。 

         そういう事でご審議をお願いします。 



 議  長    事務局と担当委員の説明が終わりました。 

         ただいまの説明について質疑のある方は挙手願います。 

         山田委員。 

 山田委員    この 6 ページの図面を見て、○○㎡と言う黒い太線で囲って有る土地

が、○○㎡と言う事。 

 事 務 局    そこは宅地部分ですので、そこは○○㎡幾つか有ったかと思います。 

         ○○幾つかの土地と川の間が今回申請地になります。 

 山田委員    一寸、分りづらいので、拡大しないとこれ見て分かるかな。 

 事 務 局    手前の一寸細い所が。 

 山田委員    議案としてここに、縮尺は分からないのだけど、審査するのだから川と

太い線の間ですよと説明だと一寸うまくないと思うよ。 

         感覚でやってはまずいと思うので、本来これ拡大して見せるように分

かるようにして貰いたい。 

         線が 2 本入っているのだよね、しかも。 

 事 務 局    一部河川の部分と、河川になっている所のその間と言う事で、河川とそ

の家の間がこの申請の農地と言う事で、そういう形になっています。 

 山田委員    ここでいくら言ってもしょうがないから。 

 議  長    次の時は、ちゃんと（拡大）して下さい。 

 山田委員    この太枠の中は既に宅地と言う事で良いのですね。 

         これを併せて、この○○○○○○が買うと言う事ですね。 

         この所有者が○○さんと言う事ですね。 

 事 務 局    今までの所有者は、相続して○○さん親子と言う事ですね。 

 小俣（英）委員 右手の草の生えた部分に白い線が有るのですけど、この右側、ここは物

置と母屋の前になるのですか、それとも手前になるのですか。 

 事 務 局    一寸、分かりづらいのですけど、横長の土地、橋の方の一部ですね。 

         写真を撮りようが無いのですね、周りが藪になっていて。 

 小俣（英）委員 山田委員が言った、ここの黒い枠の手前の 2 本の線のここの部分の草

が伸びたのが写真の境界。 

 事 務 局    家の前から川の方に向かって撮った写真です。 

 議  長    次回からもう一寸分かり易いようにお願いします。 



         他に何かございますか。 

質疑がないようですから、採決致します。 

         ただいまの案件について、賛成の方は挙手をお願い致します。 

全員賛成ですので、許可相当と決定致します。 

 議  長    続きまして、申請番号 2 について、事務局に説明を求めます。 

 事 務 局    議案書の 4 ページ、8 ページの地図と 9 ページの写真を併せてご覧下

さい。 

         申請地は、○○○○○○○○○○番○、地目は畑で面積は○○㎡です。 

         譲渡人は○○○○、譲受人は○○○です。 

         場所は、○○○○○沿い、○○○の○○○の近くです。 

         転用目的は、宅地への進入路です。 

         昨年、農振除外の認定を受けた農地です。その際 1 回図った経緯が有

ります。 

○○○○については、○○工事が進んでおり、過去何回か申請がされて

来ましたが、あと 2・3 回で土地交渉も終わりになるそうです。 

         今回の申請は、○○工事により、現在宅地へ進入していた土地に橋が架

かるため、その代替地として隣接地を新たな進入路にする計画です。 

         8 ページの地図をご覧頂きたいと思います。 

         申請地とその前の道路の間が、一寸境が離れていますがそこの所が、国

道が広がると言う事になります。 

         その申請地の左に○○○と書いて有る所は一寸見づらいですが、○○

○さんの家になります。 

         この道路を○○する事によって、その隣に有る川に架かる橋、これを付

け替えなければならないと、そうすると今、○○さんは地図で言うと左側

から入っていた訳ですけど、そこの進入路が無くなってしまうと言う事

で、新たに家の右側の方から、地図で言うと○○さんの家の右側の方から

新たに入って行くと言う、代替地を求めると言う事を計画しております。 

         譲受人の○○○は、現在、○○在住ですが、実家の方にはお母さんが住

んでいると言う事で○○○の名前で申請が有りました。 

         以上ですけども、ご審議をお願いします。 



 議  長    続いて、地区担当委員に現地調査の結果及び補足説明をお願いします。

地区担当委員の安藤睦美委員にお願いします。 

 安藤委員    昨年農振除外の申請が有った場所と言う事で、昨年も見ました。 

         本来 15日の日に現地調査をと言われて、その日の内に私も見ますよと、

事務局の方に言ったのですけど、丁度私ここの場所で会議をして帰る時

に凄い雨になって、車の中から一寸、その日は見てここだなと言う事は確

認しておきました。 

         その後 22 日の日に行ってみました。9 ページに写真が有りますね、写

真に枠が書いてあって、その右側に家が有るのです。○○さんの家が、そ

して家の 2/3 位の所に進入路が、つまり家の下へ入れるような進入路が有

るのですけど、道路の○○と言う事で、その進入路がもう凄い急坂になっ

て使えなくなると言う事でこちらに変わる、そういう事でこちらを求め

て、自分の庭と言うか横に入れるようにすると言う計画みたいです。 

         そんな事で問題は無いと思いますので、ご審議をよろしくお願い致し

ます。 

議  長    ただいま、事務局と担当委員の説明が終わりました。 

         ただいまの説明について質疑のある方は挙手の上、お願いします。 

         質疑がないようですから、採決に入ります。 

         ただいまの案件について、賛成の方は挙手をお願い致します。 

         全員賛成ですので、許可相当と決定致します。 

 議  長    続きまして、申請番号 3 について、事務局に説明を求めます。 

 事 務 局    議案書の 5 ページ、10 ページの地図と 11 ページの写真を併せてご覧

下さい。 

         申請地は、○○○○○○○○○○番○、地目は田で面積は○○㎡です。 

         譲渡人は○○○○○、譲受人は○○○○○○○○です。 

         場所は、○○○○○○から見て川を挟んで向こう岸と言う位置になり

ます。 

         転用目的は、資材置場及び駐車場です。 

         ○○○○は、○○に有ります○○○○○のすぐ下の所に本社を置く○

○会社ですが、従業員用の駐車場として、現在、社長の自宅を提供してお



りますが、資材等も増え手狭なため、新たに駐車場と資材置場を設けたい

と言う事でこの場所の申請が有りました。 

         計画では従業員用の駐車場 5 台と社用車 2 台、単管パイプ等の資材を

置く計画です。 

         現在は 11 ページに写真が有りますけど、草刈りをもう○○○○の方で

草苅だけを澄まして有りまして奇麗になっております。 

         ここの地目は田で、周りは田圃が多いのですけども、ここ暫くは耕作を

していない状況のようでした。 

         以上ですけれども、ご審議をお願いします。 

 議  長    続いて、地区担当委員に現地調査の結果及び補足説明をお願いします。

地区担当委員の小宮広督委員にお願いします。 

 小宮委員    9 月 15 日の 9 時 45 分頃から事務局と私の 4 人で現地調査を行って来

ました。 

         事務局の説明のとおり、○○○○の対岸に渡る、○○○○○○の少し先

の○○○○を渡り右折して○○ｍ位進んだ道沿いにある土地です。 

         丁度行った時に草刈りをしていて、地図だと宅地のように見えるので

すけど、草刈りした草をユンボで集めていたので、それで固くなっている

ように見えるのですけど、今の処草刈りをした状況でした。 

         周りもここは田圃などの農地に囲まれた場所なのですが、隣接者の同

意も出ていますので問題は無いと思いますので、審議の方よろしくお願

い致します。 

 議  長    ただいま、事務局と担当委員の説明が終わりました。 

         ただいまの説明について質疑のある方は挙手の上、お願いします。 

         異議なしの声が有りましたので、採決に入ります。 

         ただいまの案件について、賛成の方は挙手をお願い致します。 

         全員賛成ですので、許可相当と決定致します。 

 議  長    続きまして、申請番号 4 について、事務局に説明を求めます。 

 事 務 局    議案書の 5 ページ、12 ページの地図と 13 ページの写真を併せてご覧

下さい。 

         農地法 5 条では、工事用地など工事終了後には元の農地に戻すと言う



計画の場合、一時転用として許可を出すことが有ります。 

         審査基準は 5 条と同じなのですけど、その後、農地の元に戻して返す

と言う事が、今回の申請になりますのでお願いします。 

         申請地は、○○○○○○○○○○○番○外○筆、地目は畑で面積は合計

で○○○㎡の内の○○○㎡を使うと言う計画です。 

         賃貸人は○○○○外○名、賃借り人は○○○○○○○です。 

         場所は、○○○○○の北西○○ｍ位の所です。 

○○○○沿いに有る、○○○○という会社がりますけど、そこの向かい

の橋を渡った所、○○○との境の所になります。 

         転用目的は、作業員用の仮宿舎及び駐車場です。 

         現在、○○○○○の○○○○○○老朽化により、○○○○○○○の建設

準備が今進んでおります、○○○○の○○工事を請け負う○○○で、作業

員用の宿舎、従業員用事務所、それに係る駐車場○○台分を確保するため、

この場所を一時転用して使いたいと言う計画です。 

         転用期間は令和○年○○月末を予定しております。5 年間の一時転用と

言う事になります。 

         ○○地区で国道に近く、十分な面積が有る場所は他になく、この場所を

利用したいと言う事で申請が有りました。 

         農地の状況は、13 ページにも有りますけど、去年までは耕作をしてい

たようなのですけど、今年はこの計画も有ったと言う事で休耕中という

ような状況です。 

         以上ですけども、ご審議をよろしくお願いします。 

 議  長    続いて、地区担当委員に現地調査の結果及び補足説明をお願いします。

地区担当委員の三枝正幹委員にお願いします。 

 三枝委員    9 月 23 日に現地の方に、○○○、持ち主の笹子の住所の方と 2 人で 

現地に行って説明を受けました。 

         この地図の上に○○のマークが有るのですが、この○○の所から下を 

見渡しながら話を伺ったのですけど、昨年まで○○○○の方に、自分の方 

でも広すぎて、昔は田圃が 7 枚、自分の田圃が有ってお父さんがやって居 

たようですが、もう出来ないので○○○○に貸して、○○○○がトウモロ 



コシを作ったりピーナツを作ったり、どこの土地なのかどこでやってい 

るのかと、ここを通った時に思っていたのです。 

 草になっているようですけど、あまり草は生えていないですが、そう言 

う事なので、よろしくお願い致します。 

議  長    ただいま、事務局と担当委員の説明が終わりました。 

         ただいまの説明について質疑のある方は挙手の上、お願いします。 

 議  長    他に何かございますか。 

         質疑がないようですから、採決に入ります。 

         ただいまの案件について、賛成の方は挙手をお願い致します。 

         全員賛成ですので、許可相当と決定致します。 

  

 議案第 29 号 

 議  長    続きまして、議案第 29 号、農地法第 5 条の規定による許可後の計画変

更申請に対し意見を求める件を上程します。 

         申請番号 1 について事務局に説明を求めます。 

 事 務 局    議案書の 14 ページ、15 ページの地図と 16 ページの写真を併せてご覧

下さい。 

         今出ました一時転用の場合は、期間を区切って転用を許可すると言う

事なのですけど、一度許可を受けた申請に対して、正当な理由が有る場合、

その最初の計画を変更する事を認めるかどうかと言う事をここでご審議

頂きたいと言う事になります。 

申請地は、○○○○○○○○○○○番○外○筆、面積は○○○㎡です。 

         申請者は、○○○○○○○○です。 

              申請理由は、一時転用期間の延長です。 

         この転用の理由が、○○○○○○○○は、○○○○に本社を置く○○会

社ですが、○○○○○○○（○○○）発注の○○○○○○○○の○○○○

工事を請け負っておりました。 

これは、令和○年○○月に許可を得て、ここを資材置場にして工事を始

めていたのですけど、工事の途中で発注元の○○○から設計見直しと言

う指令が出まして、設計を見直す必要が出てきたため、工事が一時ストッ



プしてしまいました。 

設計自体は別会社で行うため、設計が認証されるまで１年半に渡って

この工事がストップしてしまい、当初予定の 3 年間と言う期間では工事

が出来なくなってしまったと言う事です。 

そのため、一時転用期間を 2 年間延長して工事の続きを進めたいと言

う事で申請が有りました。 

延長期間は令和 7 年の 11 月末を一応予定しております。 

15 ページの地図を見て頂ければ、分かるかと思いますけど、申請地の

直ぐ近くが○○○になりまして、今、○○の○○工事をしている所です。 

申請地の様子は 16 ページに有りますけど、駐車場と主に事務所と言う

事で利用しております。 

この期間を延ばしたいと言う申請ですけど、ご審議をよろしくお願い

致します。 

 議  長    続いて、地区担当委員に現地調査の結果及び補足説明をお願いします。

地区担当委員の山田政文委員にお願いします。  

 山田委員    今事務局で説明したとおりでございます。 

         この場所は既に耕作放棄地と言うか荒れていた場所で、令和○年の時

に申請が出されたのですが、これは設計のために調査をするのでしょ 

うが、それの調査不足、設計ミスと言うか、こういう事がこういう結果に 

なったと思います。 

         本来ですともう終わっていなければいけないのですが、これが 1 年半 

延びたと言う事です 

         以上です。 

 議  長    ただいま、事務局と担当委員の説明が終わりました。 

         ただいまの説明について質疑のある方は挙手の上、お願いします。 

         原委員。 

 原 委員    設計に問題が有ったかどうか分からないのですが、中断している時に

農業委員会の方に問い合わせ等なかったのでしょうか。 

 事 務 局    中断の時ははっきり言って無かったのですね。 

いつ再開できるか分からないと言う事で、こちらに本来連絡が有れば



よかったのですけど、その辺については私の方でも指導をしておきまし

た。 

転用期間がまだ終わって無いので、その前までに必ず出してくれと言

う事で、本来は今回出る前に話をして欲しかったと言う事は言っておき

ましたけど。 

再開が決まらなかったと言う事で、今回決まったのでこういう事でと

言う事で話が正式にありました。 

そのことについては指導して、申請書の方にも一文入れて貰ったと言

う事が有ります。県の方ですね。 

         以上です。 

 原 委員    設計と言うのは、間違い無いというふうに念を押されているのですか。 

 事 務 局    先ほども言ったように、設計はこの○○○○という会社では出来ない

らしいです。 

         別の設計会社が設計をする事になるので、それを○○○○の方で承認

したから再開できたと言う事なので、次回は大丈夫かと言う事になるか

と思います。 

 議  長    他に質疑ございますか。 

         質疑がないようですから、採決に入ります。 

         ただいまの案件について、賛成の方は挙手をお願い致します。 

         全員賛成ですので、許可相当と決定致します。 

 議案第 30 号 

 議  長    続きまして、議案第 30 号、非農地証明書交付申請に対し承認を求める

件を上程します。 

         申請番号 1 について事務局に説明を求めます。 

 事 務 局    議案書の 17 ページ、18 ページに地図と言うのは中々出来ないので、航

空写真と地図を一緒にした形のものが有りますので、併せてご覧下さ

い。 

         申請地は、○○○○○○○○○番○外○筆、地目は全て畑で面積は併せ

て○○○㎡です。 

         申請者は○○○です。 



         場所は、○○○に向かう所の中腹になります。 

○○○の下に有ります○○○の西斜面と、○○○にかかる○○○と言 

う川に大きな○○が有るのですけど、○○の周辺から南の方と言う事に

なります。 

 観光担当が山を登っているので、現地に行けますかと言う事を確認し

たのですけど、堰堤の方に向かう所に前は道が有ったのですけど、台風で

崩れて車ではとても行けないと、一寸危険な所で有ると言う事で、現地の

確認は一寸断念致しました。 

 ○○○については、更にどこから登って良いのか分からないと言う事

で、断念いたしましたので、航空写真を見て頂いて判断頂ければというふ

うに思います。 

 申請者の話によりますと、祖父がこれらの土地を借金のかたに譲り受

けたと、それが昭和○年と言う話のようです。 

この○○さんは祖父から 1 代とばしでこの土地を相続と言う形で得た

のですけど、○○に住んでいるうえに、場所自体もよく分からないと、も

う山の中と言う事は分かっているのですけど、正しい地目に変えて何と

かしたいと言う事で、相談があった件です。 

 以上ですけども、非農地証明の申請と言う事ですが、ご審議をよろしく 

お願い致します 

議  長    続いて、地区担当委員に現地調査の結果及び補足説明ですが、進入が困

難なため現地確認は行っておりませんが、地区担当委員に補足説明が有

りましたらお願いします。 

 三枝正幹委員、何か補足がございますか。 

 三枝委員   申請人の事が、一寸私分かっていなかったので、今の説明でよく分かりま

した。 

        特に私の方から無いですけど、よろしくお願い致します。 

 議  長    ただいま、事務局と担当委員の説明が終わりました。 

         ただいまの説明について質疑のある方は挙手の上、お願いします。 

         異議なしの声が有りました。 

         質疑がないようですから、採決に入ります。 



         ただいまの案件について、賛成の方は挙手をお願い致します。 

         全員賛成ですので、承認と決定致します。 

 議案第 31 号 

 議  長    続きまして、議案第 31 号、農用地利用集積計画について意見を求める

件を上程します。 

         この件は、産業観光課農林業担当の所管でありますので、農林業担当の

岩村リーダーに説明を求めます。 

岩村主幹    大月市産業観光課の岩村と申します。よろしくお願いします。 

         議案第 31 号、農業経営基盤促進法に農用地利用集積計画の審議につい

て説明致します。 

         議案書 19 ページをご覧ください。 

         農地の貸借は農地法第 3 条による許可の他に、この農業経営基盤促進

法による利用権設定が有ります。 

         この利用権設定は、農業委員の承認、公告を経て市長が認定をするもの

で有ります。 

         この利用権設定の特徴と致しましては、貸借期間を 3 年、5 年などと設

定して、期間が満了した場合は貸借が終了となりますが、再度利用権設定

による貸借の継続も可能としております。 

         こうした事で、貸借期間が明確な点と言うのが、この利用権設定の特徴

かと思います。 

         今回 2 点の議案については、何れも貸借期間が 3 年を予定しておりま

す。 

         利用権設定の 1 番、○○○○○○○番、現況地目田、土地名義人が○○

○○氏となっております。 

         この田を、下段の表の借り受け人の 1 番の○○○○さんから利用権設

定の申請が有りました。 

         土地名義人の○○○○氏は既にお亡くなりになっておりますが、法定

相続人となる配偶者、○名の子から利用権設定による貸借について、了承

を頂いております。 

         借り受け予定人の○○○○氏は、先月の農業委員会にて○○地内の農



地の利用権設定の承認を得て、馬鈴薯、里芋等を栽培予定との事で、こち

らの○○では、大根、ニンジン、カボチャ、小麦を栽培する計画を立てら

れ、○○○○氏の他○名が年間○○日程農業に従事する計画となってお

ります。 

         次の 20 ページに位置図が有りますが、○○の○○○○と○○○の近く

の農地となります。 

         21 ページには現況写真が有りまして、ご覧のとおり雑草が繁茂、一部

低木の植生も見受けられ、農地としての有効活用が待ち望まれます。 

         以上、ご審議をお願い致します。 

 議  長    続いて、現地調査を行っていますので、地区担当委員に現地調査の結果

及び補足説明をお願いします。 

         地区担当の小俣好三委員にお願いします。 

 小俣委員    初めてですので、うまく説明出来るか分かりませんが、9 月 15 日に担

当の方 3 名と私で現地調査を致しました。 

         ご覧の写真のとおり、非常に雑草が繁茂している所で有ります。 

         具体的には既にもう種を撒いており、色々している様子が見受けられ

たのですけど、写真に小さな点々が見えると思いますけど、これはここに

カボチャここに大根とか書いて有るのですが、私も一寸百姓をやってい

るのですけど、これで大根が取れたらとても素晴らしいと思うような、見

て入りましたら、長靴を履いて入ったのですけど、イロコブチがいっぱい

体について、委員長さんなんかはもう体中付けて、それでも種が撒いて有

って芽が出ていました。 

         1 ヶ月ほど前に、私はこの近くに田圃を持っていますので、そこに行っ

た時に 10 人以上の男女がそこに入って何かやっているのを見たのです、

なんだろうと思いながらいたのですが、そうしたら申請を目にして、種を

撒いており、農業をする予定だったのだと言う事がその時に分かりまし

た。 

         借りている人たちについては、全く私は分かりません。 

         ここの土地の持ち主は、さっきも有りましたように、○○、○○さんが

亡くなって、この他にも田圃は沢山有るのですね。 



         それから○○の上の方の○○と言う所にも、土地をいっぱい持ってい

る方なのですね。 

         その方の土地を少しでも有効活用して頂くと有難いと思っている処で

す。 

         申請の人達は、自然農法だと言うような、そんな感じですけど、この周

辺、前は一寸言葉がうまくないのですけど、拝み屋さんなんていう人たち

がここをよく借りて、隣の所ですね、今はもうその人達は引き上げて、そ

こはもう太い木がいっぱい生えているようなそんな所です。 

         昔は、ここの所を地域の人が田圃にしていたのですけど、今は 80％近

く、こんな原野になっているこんな所です。 

         せっかく申請が有ったので、是非許可をと思っています。よろしくお願

いします。 

議  長    ただいま、担当と担当委員の説明が終わりました。 

         ただいまの説明について質疑のある方は挙手の上、お願いします。 

         山田委員。 

 山田委員    ○○○○さんは、私よく知っている方で、特に農業をやっていたと思う

のですけど、資料を見て、亡くなっている事を私は承知しているので、○

○○○さんと書いてありますよね、説明が岩村さんの方から有ったけれ

ど、既に居ない人なので、この表現はこの名前だとうまくない。 

 事 務 局    まだ相続が住んで無いのですね。 

 山田委員    これだと書類上は、これだけ見ると○○○○さんは、あれまだ生きてい

たかなと思うのですよ、私はね、知らない人は良いのだけれど、これだと

今現在、居ない訳だからこの人が、その説明書きでも何かしないと不十分

だよね。 

         この時点でこの人、この書類上生きていた事になってしまうのだよね。 

 事 務 局    分かりました。まだ相続が済んでいない形なので、相続人の名前を入れ

ておいた方が良いかなと思います。 

 矢頭委員    借り人の○○○○さん、この人について情報が分かりましたら、少し教

えてもらえればと思います。 

 事 務 局    先月、○○でやっぱり自然農法をやりたいと言う事で申請が有った人



です。 

         私も特に詳しくは無いのですけど、○○に住んでいるのですけど、何人

かのグループで耕作をして、自然農法をして行きたいと言う事で、一回相

談が有った事が有ります。 

         写真の所を見て貰えば分かるように、先程も話が有りましたけれど、こ

れ耕作放棄地のようで、実はこれで耕作中と言う形なので、一応先程も有

ったように、こんなような感じでもう雑草は取らずにそのまま野菜を植

えてやって行く、そういう考えでやっていると言う人のようなのですけ

ど、特に一寸表現は分からないですけど、自然農法で自給自足をして行き

たいと言うような、そんな考えのグループの代表と言う事で出ている方

と思います。 

安藤委員    私が知っている情報だけ一寸。 

        大月のこの辺の近くの人ではないかなあ、番地としては、この辺の近く

だと思います。 

それと、全県下の人とのあれで、例えば身延の方とか、私の知っている

のは○○の女の人がやっていて、たまたま○○○○さん、そのお姉さんが

○○○さんと言って、たまたま私が同級生で、そんな事で一寸話を聞いた

事が有ります。 

家にも来た事が有ります。○○○○さん。土が欲しいと言って腐葉土を

色んな所から集めたりしていると言う事を聞いた情報で、もう少し詳し

い情報をと言う事でしたら、お姉さんに電話して聞きますけど。 

 議  長    他に質問が有る方ございますか。 

         原委員。 

 原 委員    20 ページの地図に○○の○○番の有る土地の周辺は、田圃・畑はかな

り面積が有るようなのですけど、一応この利用権設定に基づき、現況地目

が田になっていますけど、登記上は何になっているのでしょうか。 

 岩村主幹    登記地目は田になっています。 

 議  長    他に質問有る方いらっしゃいますか。 

         質疑がないようですから、採決に入ります。 

         ただいまの案件について、賛成の方は挙手をお願い致します。 



         全員賛成ですので、異議なしと決定致します。  

 議  長    続きまして、申請番号 2 について引き続き、農林業担当の岩村リーダ

ーに説明を求めます。 

 岩村主幹    再び議案 19 ページをご覧ください。 

         上段の表の 2 番、○○○○○○○○○○番○外○筆、地目は田、土地名

義人が○○○○○さんとなっています。 

         この農地を下段の 2 番、○○○○○○○○○氏が利用権設定による借

り受けの申請が出され、イチゴ、スティックセニョールを企業として栽培

する計画となっております。 

         この○○○○○は、昨年頃から大月市に参りまして、○○○○○○○○

○と言う、○○○○○○○○○を大月市が改修した施設を事務所に設け、

大月市内の休耕の農地を借りて農業に参入しています。 

         今後も更に耕作面積を拡大して農業生産を高め、収穫した農作物やそ

れに由来する製品を、大月市ふるさと納税返礼品として供給する事を目

標とされ、農業振興に貢献して頂くものと期待している処で有ります。 

         22 ページが位置図でして、この場所は○○の○○です。 

         23・24 ページが現況写真となっています。 

         以上です。ご審議よろしくお願いします。 

 議  長    続いて、葉現地調査を行っていますので、地区担当委員に現地調査の結

果及び補足説明をお願いします。 

         地区担当の山田政文委員にお願いします。 

 山田委員    今、市の方で説明したとおりでございますが、この土地は数年前に○○

さんと言う方が亡くなられて、奥さんと息子さんの○○○さんと言う方

が居るのですけど、殆ど農業は出来ないこの状況で、いわゆる耕作放棄地

になろうとしていた所へ、この○○○○○という○○の○○さんが、私の

所に相談に来て土地を探している部分も有ったので、○○さんに話をし

たら快くこれを使って頂ければと言う事で、無償で良いと言う契約だと

思います。 

         これ○筆有るのですけど、基本的には○○番○、これだけで良いのです

けど、たぶん○○さんの方から○○番○、これはたぶん使わないと思うの



ですけど、これも借りてくれと言う事でなったと思います。 

         日常的には、○○○○○○の人が専門に管理する状況でやっています。 

         こういう状況で良かったなと思っている処です。 

         ○さんと言うのは、昨年と思うのですけど来て、○○の○○○○に○○

○○と言う○○○○が有りますけどその反対側に土地を借りて、今年は

イチゴを作ったり、今、何を作っているか分からないですが、イチゴを作

ってそれを認定こども園になった○○の園児さんに無償でイチゴの摘み

取りをして貰ったり、そう言った貢献もしている○○歳位の若い人です。 

         ○○○○○○の方も私の方で紹介をして、空いていたので、ここの住所

で会社を設立したと言う事で、会社を作って農業を専門でするのですが、

元々の仕事は、○○○だとかあちらだと思うのですが、農業が盛んな所で

農繁期に○○○○○○を紹介すると言う仕事をしています。 

それをするためには会社自体が農業に係わっていないと駄目だと言う

事で、それで農業に力を入れていると言う事でございます。 

         今、この他にも○○○○○の周辺に田圃が有るのですが、何反分か忘れ

たのですが、そこの田圃も借りて今年から田圃を耕作して、相手は○○○

○の前の○○○○○○○と言う○○○○が有るのですが、そこのお爺さ

んがもう○○になるので。まだ元気でやっているのですけど出来なくな

るから、誰か借りてくれる人いないかなと言う事で、それも私の方に来た

のでそちらに紹介をして、現在、米を作っていると言う状況です。 

         米などにつきましては、外国への輸出を考えていると言う事で、日本で

売るより高く売れると言う事で、海外等の取引も考えていると言う事で

ございます。 

         また、来月にまた別の所で話が出て来ると思いますけど、その時はまた

よろしくお願いします。 

         とりあえず以上です。 

 議  長   ただいま、担当と担当委員の説明が終わりました。 

         ただいまの説明について質疑のある方は挙手の上、お願いします。 

         原委員。 

  原 委員   産業観光課さんの方にお聞きしたいのですが、○○○○○○○の方で



イチゴの生産等始めていると言う話なのですが、産業観光課として○○

○○○○○の方にてこ入れを始めていると言う事ですか。 

  岩村主幹   昨年、産業観光課の方にご相談が有りまして、今後さらに今以上に農地

を拡大して行く、大規模な農業を展開するために農林水産省の補助事業

の導入等も一緒になって考えて頂けないか等々、ご相談を受けまして、ま

だ山田委員おっしゃられるとおり、○○で始めたという処で、これから拡

大して行ったら、県と一緒に国の補助事業の導入等も考えて行きたいと

言う処で、その中でイチゴ等を始めていきたいと言う話は聞いておりま

す。 

  原 委員   補助事業が始まる前のてこ入れと言うのは何もしていませんか。 

 岩村主幹    市の単独の補助事業と言うのは、今、うちの企画の方で果樹と養豚、ふ

るさと納税返礼品が国内的に肉とシャインマスカット等の高収益作物が

人気有るので、この 2 件の農業を行う場合には規則どおり補助金を交付

します。 

         ○○○○は、ブドウと畜産と言う事は無いと言う処で、今の処自費で展

開をしている状況だと思います。 

 議  長    他に質問のある方ございますか。 

         質疑がないようですから、採決に入ります。 

         ただいまの案件について、賛成の方は挙手をお願い致します。 

         全員賛成ですので、異議なしと決定致します。 

 日程第 3 報告事項 

 議  長    続きまして、日程第 3 報告事項に入ります。 

         報告第 12 号について事務局に報告を求めます。 

 事 務 局    それでは、25 ページになりますけど、転用確認証明の報告について説

明します。 

          

         番号 1、○○○○○○○○○○番、これは令和○年の○月に許可が出た

所です。 

         家の裏が斜面になっていて、斜面の所の石垣部分と斜面の所を宅地と

して、家の養生として宅地に変えたいと言う事で申請が有りました。 



         石垣も元々有りましたし、草刈りや何かもして有るようですので、ここ

を宅地拡張、宅地として使える訳ではないのですけど、許可得たとおりと

言う事で証明書を発行しました。 

         それから 2 番ですけど、○○○○○○○○○○番○と○です。 

         これは、○○○○○○○○の西側になるのですけど、○○○○○○○の

方で作業者用の駐車場にしたいと言う事で申請が有り、きれいに整備さ

れていましたので証明書を発行いたしました。 

         以上ですけど、報告致します。 

 議  長    只今の報告について、質疑のある方はございますか。 

         質疑が無いようですから、承認頂いたものと致します。 

  日程第 4 その他 

議  長    日程第 4 その他を議題と致します。 

        委員の皆様からございますか。 

        無いようですから、事務局からございますか。 

事 務 局    （諸連絡） 

  議  長    本日の日程は全て終了致しました。 

          議事進行にご協力ありがとうございました。 

職務代理から閉会をお願い致します。 

  職務代理    慎重審議大変ご苦労さまでした。 

          以上をもちまして、第 9 回大月市農業委員会総会を閉会致します。 

ご苦労様でした。 

                                                         

 以上は、この会議の概要を記録したものである。 
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